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選挙管理委員会告示 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第99号 

令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第75条第

３項及び同法施行令（昭和25年政令第89号）第80条第１項の規定により、選挙長及びその職務を代理すべき者

を次のとおり選任した。 

令和３年10月19日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 石 堂 則 本 

１ 選挙長 

選挙区 住     所 氏  名 

第１区 
佐用郡佐用町大垣内823番地 石 堂 則 本 

第２区 

第３区 
加西市鴨谷町1285番地 小 田   毅 

第４区 

第５区 
加古川市平岡町新在家2094番地の５ 宮 本 博 美 

第６区 

第７区 
伊丹市緑ケ丘１丁目265番地 合 田 博 一 

第８区 

第９区 
明石市東藤江１丁目５番30号 梅 田 孝 雄 

第10区 

第11区 
神戸市西区井吹台北町３丁目２番地の４ 上 野 健 全 

第12区 

２ 選挙長の職務を代理すべき者 

選挙区 住     所 氏  名 

第１区 
神戸市東灘区御影郡家１丁目28番20―102号 安 瀬   学 

第２区 

第３区 
高砂市阿弥陀１丁目４番19号 津 志 公 輔 

第４区 

第５区 
神戸市兵庫区駅南通５丁目２番７―1202号 大 井 和 弘 

第６区 

第７区 
宝塚市青葉台１丁目17番３号 吉 田 卓 司 

第８区 

第９区 
明石市大久保町森田23番地の６ 津 田 真 宏 

第10区 

第11区 
神戸市灘区高羽町１丁目１番１―403号 眞 殿 貴 仁 

 



令和３年10月19日 火曜日    兵 庫 県 公 報           号  外 

3 

 

第12区   

 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第100号 

令和３年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第75条第

３項及び同法施行令（昭和25年政令第89号）第80条第１項の規定により、兵庫県選挙分会長及びその職務を代

理すべき者を次のとおり選任した。 

令和３年10月19日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 石 堂 則 本 

１ 選挙分会長            佐用郡佐用町大垣内823番地     石 堂 則 本 

    

２ 選挙分会長の職務を代理すべき者  明石市東藤江１丁目５番30号     梅 田 孝 雄 

   

 

兵庫県選挙管理委員会告示第101号 

令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙長の職務を行う場所を次のとおり定める。 

令和３年10月19日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 石 堂 則 本 

１ 令和３年10月19日 

神戸市中央区北野町１丁目 

ANAクラウンプラザホテル神戸10階ザ・ボールルーム 

２ 令和３年10月20日以降 

神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

  兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第102号 

令和３年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における選挙分会長の職務を行う場所を次のとおり定

める。 

令和３年10月19日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 石 堂 則 本 

１ 令和３年10月19日 

神戸市中央区北野町１丁目 

ANAクラウンプラザホテル神戸10階ザ・ボールルーム 

２ 令和３年10月20日以降 

神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

  兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第103号 

令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、選挙会の日時及び場所を次のとおり定める。 

令和３年10月19日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 石 堂 則 本 
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選挙区 選挙会の日時 選 挙 会 の 場 所 

第１区 令和３年11月２日 午後１時 
神戸市中央区下山手通４丁目16番５号 

兵庫県民会館７階会議室「ばら」 

第２区 同 上    午後１時40分          同 上 

第３区    同 上    午後１時 
神戸市中央区下山手通４丁目16番５号 

兵庫県民会館７階会議室「ぼたん」 

第４区 同 上    午後１時40分          同 上 

第５区 同 上    午後２時20分 
神戸市中央区下山手通４丁目16番５号 

兵庫県民会館７階会議室「ばら」 

第６区 同 上    午後３時00分          同 上 

第７区 同 上    午後２時20分 
神戸市中央区下山手通４丁目16番５号 

兵庫県民会館７階会議室「ぼたん」 

第８区 同 上    午後３時00分          同 上 

第９区 同 上    午後３時40分 
神戸市中央区下山手通４丁目16番５号 

兵庫県民会館７階会議室「ばら」 

第10区 同 上    午後４時20分          同 上 

第11区 同 上    午後３時40分 
神戸市中央区下山手通４丁目16番５号 

兵庫県民会館７階会議室「ぼたん」 

第12区 同 上    午後４時20分          同 上 

 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第104号 

令和３年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、選挙分会の日時及び場所を次のとおり定める。 

令和３年10月19日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 石 堂 則 本 

１ 日時 令和３年11月２日 午前11時 

２ 場所 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第105号 

令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、政見放送及び経歴放送実施規程（平成６年自

治省告示第165号）第14条第１項の規定により、各候補者届出政党の政見放送の日時を定めるくじを行う日時及

び場所を次のとおり定める。 

令和３年10月19日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 石 堂 則 本 

１ 日時 令和３年10月19日 午後７時30分 

２ 場所 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第106号 

令和３年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第175条
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第３項の規定により、名簿届出政党等の名称及び略称の掲示並びに名簿届出政党等の名称及び略称並びに名簿

登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所を次のとおり定め

る。 

令和３年10月19日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 石 堂 則 本 

１ 日時 令和３年10月19日 午後７時 

２ 場所 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第107号 

令和３年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第169条

第６項の規定により選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所を次のとおり定める。 

令和３年10月19日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 石 堂 則 本 

１ 日時 令和３年10月20日 午後６時 

２ 場所 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第108号 

令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第194条

の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額は次のとおりである。 

令和３年10月19日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 石 堂 則 本 

選挙区 選挙運動に関する支出金額の制限額 

第１区 25,012,800 

第２区 24,897,100 

第３区 23,838,900 

第４区 25,428,100 

第５区 26,831,600 

第６区 26,093,700 

第７区 25,739,300 

第８区 24,909,700 

第９区 26,764,900 

第10区 24,330,300 

第11区 25,100,100 

第12区 23,381,400 

 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第109号 
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 地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の

50分の１の数並びに同法第76条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に８

分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数

は、次のとおりである。 

  令和３年10月19日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 石 堂 則 本  

  選挙権を有する者の総数の50分の１の数                91,637 

  選挙権を有する者の総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と

40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数            672,729 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第110号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第１項の規定による兵庫県議会議員の各選挙区における選挙権を

有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に６

分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数。以下「選挙区における選挙権を

有する者の総数の３分の１等の数」という。）は、次のとおりである。 

  令和３年10月19日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 石 堂 則 本  

  (選 挙 区 名) 
選挙区における選挙権を有する 

者の総数の３分の１等の数 

神戸市東灘区 58,024 

神戸市灘 区 36,242 

神戸市中央区 37,130 

神戸市兵庫区 30,216 

神戸市北 区 60,110 

神戸市長田区 26,391 

神戸市須磨区 44,898 

神戸市垂水区 60,410 

神戸市西 区 66,570 

姫 路 市 139,713 

尼 崎 市 129,105 

明 石 市 83,897 

西 宮 市 132,964 

洲 本 市 12,236 

芦 屋 市 26,684 

伊 丹 市 55,954 

相 生 市 8,071 

豊 岡 市 22,288 

加古川市 73,286 

たつの市及び揖保郡 30,276 

赤穂市、赤穂郡及び佐用郡 22,060 

西脇市及び多可郡 16,799 
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宝 塚 市 64,530 

三 木 市 21,356 

高 砂 市 24,901 

川西市及び川辺郡 52,392 

小 野 市 13,112 

三 田 市 30,720 

加 西 市 12,075 

丹 波 篠 山 市 11,353 

養父市及び朝来市 14,758 

丹 波 市 17,568 

南あわじ市 13,015 

淡 路 市 12,293 

宍 粟 市 10,347 

加 東 市 10,713 

加 古 郡 18,043 

神 崎 郡 11,631 

美 方 郡 8,779 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第111号 

令和３年10月31日執行の最高裁判所裁判官国民審査につき、最高裁判所裁判官国民審査法（昭和22年法律第

136号）第27条第２項及び同法施行令(昭和23年政令第122号)第16条において準用する公職選挙法施行令（昭和

25年政令第89号）第80条第１項の規定により、審査分会長及びその職務を代理すべき者を次のとおり選任した。 

令和３年10月19日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 石 堂 則 本 

１ 審査分会長            佐用郡佐用町大垣内823番地      石 堂 則 本 

                    

２ 審査分会長の職務を代理すべき者  明石市東藤江１丁目５番30号      梅 田 孝 雄 

        

 

兵庫県選挙管理委員会告示第112号 

令和３年10月31日執行の最高裁判所裁判官国民審査につき、審査分会の日時及び場所を次のとおり定める。 

令和３年10月19日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 石 堂 則 本 

１ 日時 令和３年11月２日 午前10時30分 

２ 場所 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 
 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第１区選挙長告示 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第１区選挙長告示第１号 

令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条に

おいて準用する同法第62条第２項及び第４項の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所を次の

とおり定める。 

令和３年10月19日 
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衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第１区 

選挙長 石 堂 則 本  

１ 日時 

 (1) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第２項（届出のあった選挙立会人が10人を超えるとき）

の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時 

 (2) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第４項（届出のあった選挙立会人で同一の政党その他の

政治団体に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるとき）の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時10分 

２ 場所 

  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 
 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第２区選挙長告示 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第２区選挙長告示第１号 

令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条に

おいて準用する同法第62条第２項及び第４項の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所を次の

とおり定める。 

令和３年10月19日 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第２区 

選挙長 石 堂 則 本  

１ 日時 

 (1) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第２項（届出のあった選挙立会人が10人を超えるとき）

の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時 

 (2) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第４項（届出のあった選挙立会人で同一の政党その他の

政治団体に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるとき）の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時10分 

２ 場所 

  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 
 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第３区選挙長告示 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第３区選挙長告示第１号 

令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条に

おいて準用する同法第62条第２項及び第４項の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所を次の

とおり定める。 

令和３年10月19日 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第３区 

選挙長 小 田   毅  

１ 日時 

 (1) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第２項（届出のあった選挙立会人が10人を超えるとき）

の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時 

 (2) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第４項（届出のあった選挙立会人で同一の政党その他の

政治団体に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるとき）の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時10分 

２ 場所 

  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 
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兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 
 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第４区選挙長告示 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第４区選挙長告示第１号 

令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条に

おいて準用する同法第62条第２項及び第４項の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所を次の

とおり定める。 

令和３年10月19日 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第４区 

選挙長 小 田   毅  

１ 日時 

 (1) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第２項（届出のあった選挙立会人が10人を超えるとき）

の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時 

 (2) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第４項（届出のあった選挙立会人で同一の政党その他の

政治団体に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるとき）の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時10分 

２ 場所 

  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 
 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第５区選挙長告示 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第５区選挙長告示第１号 

令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条に

おいて準用する同法第62条第２項及び第４項の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所を次の

とおり定める。 

令和３年10月19日 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第５区 

選挙長 宮 本 博 美 

１ 日時 

 (1) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第２項（届出のあった選挙立会人が10人を超えるとき）

の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時 

 (2) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第４項（届出のあった選挙立会人で同一の政党その他の

政治団体に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるとき）の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時10分 

２ 場所 

  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 
 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第６区選挙長告示 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第６区選挙長告示第１号 

令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条に

おいて準用する同法第62条第２項及び第４項の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所を次の

とおり定める。 

令和３年10月19日 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第６区 

選挙長 宮 本 博 美 
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１ 日時 

 (1) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第２項（届出のあった選挙立会人が10人を超えるとき）

の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時 

 (2) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第４項（届出のあった選挙立会人で同一の政党その他の

政治団体に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるとき）の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時10分 

２ 場所 

  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 
 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第７区選挙長告示 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第７区選挙長告示第１号 

令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条に

おいて準用する同法第62条第２項及び第４項の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所を次の

とおり定める。 

令和３年10月19日 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第７区 

選挙長 合 田 博 一 

１ 日時 

 (1) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第２項（届出のあった選挙立会人が10人を超えるとき）

の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時 

 (2) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第４項（届出のあった選挙立会人で同一の政党その他の

政治団体に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるとき）の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時10分 

２ 場所 

  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 
 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第８区選挙長告示 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第８区選挙長告示第１号 

令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条に

おいて準用する同法第62条第２項及び第４項の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所を次の

とおり定める。 

令和３年10月19日 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第８区 

選挙長 合 田 博 一 

１ 日時 

 (1) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第２項（届出のあった選挙立会人が10人を超えるとき）

の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時 

 (2) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第４項（届出のあった選挙立会人で同一の政党その他の

政治団体に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるとき）の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時10分 

２ 場所 

  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 
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衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第９区選挙長告示 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第９区選挙長告示第１号 

令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条に

おいて準用する同法第62条第２項及び第４項の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所を次の

とおり定める。 

令和３年10月19日 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第９区 

選挙長 梅 田 孝 雄 

１ 日時 

 (1) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第２項（届出のあった選挙立会人が10人を超えるとき）

の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時 

 (2) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第４項（届出のあった選挙立会人で同一の政党その他の

政治団体に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるとき）の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時10分 

２ 場所 

  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 
 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第10区選挙長告示 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第10区選挙長告示第１号 

令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条に

おいて準用する同法第62条第２項及び第４項の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所を次の

とおり定める。 

令和３年10月19日 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第10区 

選挙長 梅 田 孝 雄 

１ 日時 

 (1) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第２項（届出のあった選挙立会人が10人を超えるとき）

の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時 

 (2) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第４項（届出のあった選挙立会人で同一の政党その他の

政治団体に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるとき）の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時10分 

２ 場所 

  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 
 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第11区選挙長告示 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第11区選挙長告示第１号 

令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条に

おいて準用する同法第62条第２項及び第４項の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所を次の

とおり定める。 

令和３年10月19日 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第11区 

選挙長 上 野 健 全 

１ 日時 

 (1) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第２項（届出のあった選挙立会人が10人を超えるとき）
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の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時 

 (2) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第４項（届出のあった選挙立会人で同一の政党その他の

政治団体に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるとき）の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時10分 

２ 場所 

  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 
 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第12区選挙長告示 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第12区選挙長告示第１号 

令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条に

おいて準用する同法第62条第２項及び第４項の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所を次の

とおり定める。 

令和３年10月19日 

衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第12区 

選挙長 上 野 健 全 

１ 日時 

 (1) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第２項（届出のあった選挙立会人が10人を超えるとき）

の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時 

 (2) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第４項（届出のあった選挙立会人で同一の政党その他の

政治団体に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるとき）の規定によるくじ 

令和３年10月28日 午後６時10分 

２ 場所 

  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 
 

選 挙 分 会 長 告 示 

 

衆議院比例代表選出議員選挙兵庫選挙分会長告示第１号 

令和３年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条に

おいて準用する同法第62条第２項（名簿届出政党等から届出のあった選挙立会人が10人を超えるとき）の規定

による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所を次のとおり定める。 

令和３年10月19日 

衆議院比例代表選出議員選挙 

兵庫県選挙分会長 石 堂 則 本 

 

１ 日時  令和３年10月28日 午後６時20分 

２ 場所  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 

 

 

 

 

 


